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「第７期蕨市障害福祉計画、第３期蕨市障害児福祉計画（案）」に対するパブリック・コメント（意見募集）結果 

 

１．案 件 

  「第７期蕨市障害福祉計画、第３期蕨市障害児福祉計画（案）」 

２．募集期間 

  令和５年１１月２９日（水曜日）～令和５年１２月１９日（火曜日） 

３．意見の件数（意見提出者数） 

  １２件 （ ４人 ） 

４．意見の概要と意見に対する市の考え方 

№ 主な該当箇所 意見の概要 市の考え方 

1 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.42 の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」で、「精神障害にも対

応した地域包括ケアシステムの構築」という記載がされているところのどこかを「精神

障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）にも対応した地域包括ケアシステムの構

築」といった記載に直してほしい。 

 国の基本指針の表現に合わせ「精神障害（発

達障害及び高次脳機能障害を含む。）にも対応

した地域包括ケアシステムの構築」に修正いた

します。 

2 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.43 の「地域生活支援の充実」で、「強度行動障害を有する者」を「強度行動障害者

や高次脳機能障害（若年性認知症）を有する者」に直してほしい。 

 国の指針の引用箇所については、引用元どお

りの記載といたします。 

3 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.44 の「福祉施設から一般就労への移行等」で、「就労中の就労系障害福祉サービス

の一時利用」について、中途障害である高次脳機能（若年性認知症）の方が利用できる

と思いますので、このような施策があることを明記してほしい。 

 サービス利用の要件、対象者等の詳細につい

ては、計画に記載する事項ではないため、記載

は行いません。 

4 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.46の「障害児支援の提供体制の整備等」で、強度行動障害や高次脳機能障害を有す

る障害児に対する支援について施策を記載してほしい。 

 「障害児支援の提供体制の整備等」の取組に

ついては、すべての障害のある児童を対象とし

ているため、素案の表現といたします。 

5 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

P.48の「相談支援体制の充実・強化等」と P.55「相談支援」で、「市内の介護保険事

業所に対しても特定相談支援事業所の指定を促す」だけでなく、例えば「高次脳機能障

害のある人や若年性認知症の人に対する相談体制の充実」として、介護保険関係者との

連携などを展開すると記載してほしい。 

「相談支援体制の充実・強化等」の取組につ

いては、すべての障害のある人を対象としてい

るため、素案の表現といたします。 
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№ 主な該当箇所 意見の概要 市の考え方 

6 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

P.53 の蕨市内で「自立訓練（機能訓練）」ができる体制を整備していくことについて

記載してほしい。 

市の内外を問わず、活動の場の確保を重視し

ているため、素案の表現といたします。 

7 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.53の「日中活動系サービス」の「見込量を確保するための方策」で、医療的ケアを

受けている人にもショートステイが必要であるため、蕨市立病院の建替えも決まりショ

ートステイを受けることができるよう研究、検討することを記載してほしい。 

 施設を限定せずに、短期入所事業の供給体制

の確保を図る主旨のため、素案の表現といたし

ます。 

8 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

P.53・54の「生活介護」、「短期入所（福祉型、医療型）」、「共同生活援助」について、

高次脳機能障害（若年性認知症）の方の利用者の見込みを記載してほしい。 

 国の基本指針において、ご意見にあるとおり

それぞれのサービスについて、強度行動障害や

高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要

とする者等の重度障害者について個別に利用

者数の見込みを設定することが望ましいとさ

れておりますが、個別に見込むことが困難であ

るため、「重度障害者」として見込んでおりま

す。 

9 第３章 障害福祉

サービス等の推進 

 P.54 の「サービス概要」の「施設入所支援」について、「健康の管理・増進、仕事・

日中活動、住民との交流、地域福祉の相談、障害者のショートステイ、防災拠点」を加

えてほしい。 

「サービス概要」については、国の資料を参

考に同様の表現で記載しているものであり、他

のサービスの記載との整合性を考慮して素案

の表現といたします。 

10 その他 「徘徊高齢者等家族支援サービス利用助成事業」の対象に、「療育手帳〇Ａ・Ａの人を

在宅で介護する家族」だけでなく、高次脳機能障害の人の家族も含めていくことを記載

してほしい。 

 本計画は、国の指針に基づき提供体制の確保

に係る目標や必要な量の見込みを定めるもの

でありますので、ご指摘の記載については本計

画になじまないものと考えておりますが、ご意

見については、今後の取組の参考とさせていた

だきます。 
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№ 主な該当箇所 意見の概要 市の考え方 

11 その他  市内に入所施設やグループホームを設置してほしい。（同様のご意見他１件）  ご意見の内容につきましては、P.54 居住系

サービスの【見込量を確保するための方策】に

記載したとおり、引き続き検討してまいりま

す。 

 


